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（１）審議概観

第171回国会において本委員会に付託さ

れた案件は、内閣提出法律案７件及び承認

案件１件であり、いずれも可決又は承認した。

また、本委員会付託の請願14種類196件

は、衆議院解散のため、審査未了となった。

〔法律案等の審査〕

道 路 道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律等の一部を改正する

法律案は、道路整備費の財源として、毎年

度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当

する金額を原則として道路整備費に充当す

る、いわゆる道路特定財源措置を平成21年度

から廃止する等の措置を講じようとするもので

ある。なお、衆議院において、施行期日を改

めるとともに、道路整備事業の実施の在り方

についての検討規定を追加する修正が行わ

れた。

委員会においては、参考人から意見を聴

取するとともに、道路特定財源及びその一般

財源化の意義・評価、道路特定財源の一般

財源化が今後の道路整備に及ぼす影響、道

路特定財源の一般財源化に伴う自動車関係

諸税の在り方、地域活力基盤創造交付金の

位置付けと運用の在り方、道路事業の費用便

益分析において地域の実情を踏まえた総合

的評価を加味する必要性等について質疑が

行われ、多数をもって可決された。なお、附帯

決議が付された。

平成二十年度における地方道路整備臨時

交付金の総額の限度額の特例に関する法律

案は、平成20年４月の暫定税率の一時的失

効、景気の悪化等により、揮発油税収が平成

20年度第２次補正予算で減額補正されるに

際し、地方道路整備臨時交付金について当

初予算額どおり執行できるよう、所要の特例

措置を講じようとするものである。

委員会においては、道路整備財源の減収

と原油価格の変動の影響、地方道路整備臨

時交付金が果たしてきた役割・効果、道路特

定財源の一般財源化に伴う地方道路整備財

源の確保策等について質疑が行われ、全会

一致をもって可決された。

都市・地域整備 奄美群島振興開発特別

措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置

法の一部を改正する法律案については、奄



美・小笠原地域に果たしてきた特別措置法の

役割・効果、奄美振興に不可欠な航空運賃

の引下げ策、小笠原への交通アクセスの改善

策、両地域の実情に即した産業振興の在り方

等について質疑が行われ、全会一致をもって

可決された。なお、附帯決議が付された。

都市再生特別措置法及び都市開発資金

の貸付けに関する法律の一部を改正する法

律案については、歩行者ネットワーク協定が

必要とされる理由、協定締結が見込まれる箇

所・数、都市再生特措法に基づくまちづくり交

付金の交付実績とその効果、本法律案が地

方都市の再生・地方の活性化に果たす役割・

効果等について質疑が行われ、全会一致を

もって可決された。なお、附帯決議が付され

た。

高齢者居住 高齢者の居住の安定確保に関

する法律の一部を改正する法律案について

は、本法律案による住宅・福祉施策の連携の

意義・実効性、ケア付き住宅の供給促進効

果、介護施設・高齢者向け住宅ニーズに対す

る供給側の対応策、高齢者の居住ニーズに

応じた住み替え及びバリアフリー化の促進等

について質疑が行われ、全会一致をもって可

決された。なお、附帯決議が付された。

タクシー 特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関す

る特別措置法案は、特定の地域における輸

送需要等の状況に応じた一般乗用旅客自動

車運送事業（タクシー事業）の適正化及び活

性化を推進するため、国土交通大臣による特

定地域の指定及び基本方針の策定、特定地

域において組織される協議会による地域計画

の作成及びこれに基づくタクシー事業者によ

る特定事業等の実施並びに特定地域におけ

る道路運送法の特例について定めようとする

ものである。なお、衆議院において、法律の

目的、特定地域の指定に係る都道府県知事

等の要請制度の導入、資金の融通、タクシー

に係る制度の在り方の検討、運賃及び料金の

認可基準等に関し修正が行われた。

委員会においては、タクシーの規制緩和に

対する評価と本法律案の意義、本法律案によ

る供給過剰対策の実効性の確保、衆議院修

正を踏まえた今後のタクシー運賃等の在り

方、タクシー事業の活性化のため地域公共交

通としての位置付けを明確化する必要性等に

ついて質疑が行われ、全会一致をもって可決

された。なお、附帯決議が付された。

港則・特定船舶 港則法及び海上交通安全

法の一部を改正する法律案については、船

舶の安全な航行に必要な勧告制度の導入等

航法ルール以外の補充的措置の在り方、外

国船舶への航法に関する周知方法、船舶交

通の安全に資する船舶自動識別装置の導入

状況・効果等について質疑が行われ、全会一

致をもって可決された。

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置

法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶

の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

については、全会一致をもって承認された。

〔国政調査等〕

２月19日～21日、本委員会に付託を予定

される道路財特法改正案、高齢者居住安定

確保法改正案及び都市再生特措法等改正

案の審査に資するため、島根県及び鳥取県

における国土の整備、交通政策の推進等に

関する実情調査のための委員派遣を行った。

３月12日、国土交通行政の基本施策につ

いて、金子国土交通大臣から所信を聴取し

た。



同日、前記委員派遣について、派遣委員

から報告を聴取した。

３月17日、国土交通行政の基本施策につ

いて質疑を行い、地方分権を踏まえた直轄事

業負担金の在り方、道路事業評価基準見直

しの必要性、高速道路通行料金引下げが他

の交通機関へ及ぼす影響とその対策、公共

事業の早期発注等効果的・効率的な執行に

向けた取組状況、社会資本ストックの総点検・

修繕の緊急的な実施及び管理体制の整備、

国土交通省の地方支分部局の廃止問題、訪

日ビザの発給条件緩和と外国人訪日観光振

興策、ソマリア沖海賊対策における海上保安

庁の役割と限界、海上保安庁の装備の充実・

強化の必要性、建材・防火設備等の性能試

験偽装による大臣認定不正取得への対応、

瀬戸中央自動車道における櫃石島・岩黒島・

与島の島民車用料金の無料化、道路関係公

益法人に対する随意契約や天下りの廃止に

向けた改革状況、建設弘済会関係８法人の

非公益法人化の状況及びその一層の推進の

必要性、ダム事業プロセス検証タスクフォース

の性格と検証内容、治水行政におけるパラダ

イム転換の必要性、国土交通省の組織の見

直しの必要性、地域公共交通の活性化及び

タクシーの供給過剰の是正に向けた取組など

の諸問題が取り上げられた。

３月24日、予算委員会から委嘱された平

成21年度国土交通省予算の審査を行い、金

子国土交通大臣から説明を聴取した後、質疑

を行い、河川国道事務所の移転建替費や宿

舎建設費等を直轄事業負担金の対象経費と

する法的根拠、直轄事業負担金の内訳の明

確化と地方公共団体に対する説明の必要

性、３月23日のフェデラルエクスプレス航空機

事故の原因・影響と復旧状況、昨年夏以来の

経済対策・予算措置を踏まえた経済回復のた

めの国土交通省の取組、公共事業の必要性

と乗数効果についての国土交通大臣の認

識、資材費高騰による整備新幹線事業費の

地元負担増への対応状況、地域経済活性化

のための道路ネットワーク構築の必要性、地

方建設業者の倒産状況及び地元企業の活性

化策、入札予定価格の事前公表の取りやめ

及び公共工事のダンピング受注の防止、老朽

マンション再生に向けた国の支援策、大規模

地震時に帰宅困難者等の避難先となる防災

公園の整備の必要性、エレベーター事故に

関し独立性を有する事故調査委員会設置の

必要性、地方公共交通の疲弊が著しい地域

に対する新たな地方バス補助制度の必要性、

航路維持法の制定と離島補助の拡充、老朽・

旧式化した海上保安庁の巡視船艇・航空機

の代替整備の進ちょく状況、海上保安庁の船

艇によるソマリア周辺海域等における海賊へ

の対応の可能性などの諸問題が取り上げられ

た。

（２）委員会経過

○平成21年２月10日(火)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

を行うことを決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

平成二十年度における地方道路整備臨時交付

金の総額の限度額の特例に関する法律案（閣

法第３号）（衆議院送付）について金子国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成21年２月12日(木)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十年度における地方道路整備臨時交付



金の総額の限度額の特例に関する法律案（閣

法第３号）（衆議院送付）について金子国土交

通大臣、金子国土交通副大臣及び政府参考人

に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

広田一君（民主）、平山幸司君（民主）、

佐藤信秋君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

渕上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

（閣法第３号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

○平成21年３月12日(木)（第３回）

国土交通行政の基本施策に関する件について

金子国土交通大臣から所信を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○平成21年３月17日(火)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国土交通行政の基本施策に関する件について

金子国土交通大臣、加納国土交通副大臣、岡

田国土交通大臣政務官、谷口国土交通大臣政

務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

山本順三君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

大江康弘君（改ク）、長浜博行君（民主）、

植松恵美子君（民主）、田中康夫君（民主）、

渕上貞雄君（社民）

○平成21年３月24日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十一年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十一年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十一年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（国土交通省所管）について金子国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、中村総務大

臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

広田一君（民主）、川崎稔君（民主）、長谷

川大紋君（自民）、西田実仁君（公明）、渕

上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成21年３月26日(木)（第６回）

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島

振興開発特別措置法の一部を改正する法律案

（閣法第７号）（衆議院送付）について金子国

土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成21年３月30日(月)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島

振興開発特別措置法の一部を改正する法律案

（閣法第７号）（衆議院送付）について金子国

土交通大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ

た後、可決した。

〔質疑者〕

室井邦彦君（民主）、川崎稔君（民主）、吉

田博美君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、渕

上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

（閣法第７号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成21年４月９日(木)（第８回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第８号）（衆議院送付）について金子国土交通

大臣から趣旨説明を、衆議院における修正部

分について衆議院国土交通委員長望月義夫君

から説明を聴いた後、金子国土交通大臣、金

子国土交通副大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

田中康夫君（民主）、米長晴信君（民主）、

佐藤信秋君（自民）、西田実仁君（公明）、

渕上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○平成21年４月14日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第８号）（衆議院送付）について金子国土交通

大臣、金子国土交通副大臣、末松財務大臣政

務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

長浜博行君（民主）、渕上貞雄君（社民）、



大江康弘君（改ク）

○平成21年４月16日(木)（第10回）

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第８号）（衆議院送付）について次の参考人か

ら意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を行っ

た。

〔参考人〕

都市交通分析モデル開発者 松下文洋君

筑波大学大学院システム情報工学研究科教

授 石田東生君

京丹後市長 中山泰君

〔質疑者〕

長浜博行君（民主）、佐藤信秋君（自民）、

鰐淵洋子君（公明）、渕上貞雄君（社民）、

大江康弘君（改ク）

○平成21年４月21日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第８号）（衆議院送付）について金子国土交通

大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討論

の後、可決した。

〔質疑者〕

川崎稔君（民主）、平山幸司君（民主）、

渕上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

（閣法第８号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 改ク

なお、附帯決議を行った。

○平成21年４月23日(木)（第12回）

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第15号）（衆議院送付）

について金子国土交通大臣から趣旨説明を聴

いた。

○平成21年４月28日(火)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第15号）（衆議院送付）

について金子国土交通大臣、金子国土交通副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

輿石東君（民主）、羽田雄一郎君（民主）、

植松恵美子君（民主）

○平成21年５月12日(火)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第15号）（衆議院送付）

について金子国土交通大臣、金子国土交通副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、

可決した。

〔質疑者〕

佐藤信秋君（自民）、森まさこ君（自民）、

鰐淵洋子君（公明）、渕上貞雄君（社民）、

大江康弘君（改ク）

（閣法第15号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成21年５月21日(木)（第15回）

都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付

けに関する法律の一部を改正する法律案（閣

法第16号）（衆議院送付）について金子国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成21年５月26日(火)（第16回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付

けに関する法律の一部を改正する法律案（閣

法第16号）（衆議院送付）について金子国土交

通大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、

可決した。

〔質疑者〕

広田一君（民主）、平山幸司君（民主）、

渕上貞雄君（社民）

（閣法第16号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成21年６月16日(火)（第17回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化に関する特別措置法案

（閣法第27号）（衆議院送付）について金子国

土交通大臣から趣旨説明を、衆議院における

修正部分について修正案提出者衆議院議員後



藤 君から説明を聴いた後、同後藤 君、同

福井照君、金子国土交通大臣、加納国土交通

副大臣、岡田国土交通大臣政務官及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

長浜博行君（民主）、羽田雄一郎君（民主）、

川崎稔君（民主）、伊達忠一君（自民）、

佐藤信秋君（自民）、西田実仁君（公明）、

渕上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

○平成21年６月18日(木)（第18回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化に関する特別措置法案

（閣法第27号）（衆議院送付）について修正案

提出者衆議院議員後藤 君、同三日月大造君、

金子国土交通大臣、加納国土交通副大臣、岡

田国土交通大臣政務官及び政府参考人に対し

質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

秋元司君（自民）、西田実仁君（公明）、

長浜博行君（民主）、広田一君（民主）、

米長晴信君（民主）、渕上貞雄君（社民）、

大江康弘君（改ク）

（閣法第27号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成21年６月23日(火)（第19回）

港則法及び海上交通安全法の一部を改正する

法律案（閣法第26号）（衆議院送付）について

金子国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成21年６月25日(木)（第20回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

港則法及び海上交通安全法の一部を改正する

法律案（閣法第26号）（衆議院送付）について

金子国土交通大臣及び政府参考人に対し質疑

を行った後、可決した。

〔質疑者〕

室井邦彦君（民主）、植松恵美子君（民主）、

山本順三君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

渕上貞雄君（社民）、大江康弘君（改ク）

（閣法第26号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

○平成21年６月30日(火)（第21回）

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第

五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港

禁止の実施につき承認を求めるの件（閣承認

第２号）（衆議院送付）について金子国土交通

大臣から趣旨説明を聴いた後、承認すべきも

のと議決した。

（閣承認第２号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民、改ク

反対会派 なし

委員派遣

○平成21年２月19日(木)～21日(土)

島根県及び鳥取県における国土の整備、交通

政策の推進等に関する実情を調査し、もって

本委員会に付託を予定される道路整備事業に

係る国の財政上の特別措置に関する法律等の

一部を改正する法律案（閣法第８号）、高齢者

の居住の安定確保に関する法律の一部を改正

する法律案（閣法第15号）及び都市再生特別

措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法

律の一部を改正する法律案（閣法第16号）の

審査に資するため

〔派遣地〕

島根県、鳥取県

〔派遣委員〕

田村耕太郎君（自民）、長浜博行君（民主）、

広田一君（民主）、伊達忠一君（自民）、

山本順三君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

吉田博美君（自民）、渕上貞雄君（社民）、

大江康弘君（改ク）


